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船舶事故調査報告書 

 

                              令和２年２月１２日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 令和元年７月３０日 １３時００分ごろ 

発生場所 関西国際空港北東方沖 

 泉大津沖埋立処分場防波堤灯台から真方位２６２°３.６海里

（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°３１.５′ 東経１３５°１８.５′） 

事故の概要  漁業取締船白
はく

竜
りゅう

丸は、錨泊中、ダビットで降下作業中の漁業取締

艇白竜
はくりゅう

丸１号艇が海面に落下し、乗組員が負傷した。 

事故調査の経過  令和元年８月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁業取締船 白竜丸、１,５９８トン 

   １４２２５０、農林水産省 

   ８４.２２ｍ×１２.５０ｍ×６.２４ｍ、鋼 

   ディーゼル機関２基、５,２９４kＷ（合計）、平成２６年７月

２日 

Ｂ 漁業取締艇 白竜丸１号艇、２.０トン 

   ２９１－４３５０７東京、農林水産省 

   ６.５７ｍ（Lr）×２.６５ｍ×１.０３ｍ、ゴム 

   ガソリン機関、１１０.３kＷ、平成２６年５月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長 男性 ５５歳 

   一級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成１０年３月１８日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成３０年１月２３日 

    免状有効期間満了日 令和５年３月１７日 

  航海士Ａ１ 男性 ５２歳 

   一級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成９年３月１８日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２８年１２月５日 

    免状有効期間満了日 令和４年３月１７日 

  航海士Ａ２ 男性 ４８歳 

   二級海技士（航海） 
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    免 許 年 月 日 平成２９年３月１６日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２９年７月３日 

    免状有効期間満了日 令和４年３月１５日 

  甲板員Ａ 男性 ２９歳 

  機関員Ａ 男性 ２７歳 

 死傷者等 重傷 ２人（船長及び航海士Ａ２）、軽傷 ２人（甲板員Ａ及び機関員

Ａ） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  Ａ船は、船長、航海士Ａ１、航海士Ａ２、甲板員Ａ及び機関員Ａほか

２２人が乗り組み、造船所関係者１４人を乗せ、定期検査工事及び一

般修繕工事において整備した機器類を試運転する目的で、令和元年７

月３０日０８時２０分ごろ大阪湾に向けて大阪府大阪市所在の造船所

を出航した。 

 Ａ船は、関西国際空港西方沖で主機関の試運転を終え、１２時０７

分ごろ同空港北東方沖において錨泊した後、右舷側に搭載されている

Ｂ艇及び漁業取締艇ダビットの試運転を行うこととした。 

 Ｂ艇の降下作業責任者である航海士Ａ１は、漁業取締艇ダビットの

ワイヤロープ先端のマスターリンクをＢ艇の離脱フック（以下「本件

フック」という。）に装着して同ダビットの制振装置とＢ艇のドッキ

ングスタンドとを圧着するなどの降下準備を終えたのを確認し、Ｂ艇

の降下作業を開始する旨の声掛けを行った。（写真１参照） 

 

漁業取締艇ダビットの制振装置      マスターリンク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 漁業取締艇ダビットの制振装置とＢ艇との結合状況 

 

 Ｂ艇に乗艇した者は、船長が左舷船尾側に、航海士Ａ２が艇指揮と

ドッキング 

スタンド 

本件フック 
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して右舷側中央部の舷縁に、機関員Ａが本件フック開放操作担当とし

て右舷船尾側にそれぞれ腰を掛け、甲板員Ａが操船担当として操縦席

左舷側で手摺
す

りを掴
つか

んで立ち、Ｂ艇の降下を待っていた。（写真２参

照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｂ艇乗艇者の位置（再現） 

 

 漁業取締艇ダビットの操作者は、同ダビットのブームでＢ艇を持ち

上げて海面上に振り出し、ブームを下げてＢ艇のドッキングスタンド

がＡ船の船首楼甲板の手摺りと同じ高さになる位置（海面上約３.６

ｍ）までＢ艇を降下させた後、一旦、降下を停止した。 

 Ｂ艇は、漁業取締艇ダビットの操作者がワイヤロープを繰り出して

降下させる旨の声掛けを行い、再度降下し始めた直後、機関員Ａが、

声掛けを行わないまま本件フックの安全ピンを抜き、続いて本件フッ

クの開放レバーを引いたところ、１３時００分ごろ、マスターリンク

が本件フックから開放され、海面上約２.５ｍの位置から海面に落下

した。 

 航海士Ａ１は、Ｂ艇乗艇者全員が倒れていたので、Ａ船の乗組員を

Ｂ艇に移乗させ、いずれも意識があることを確認した。 

 Ａ船は、Ｂ艇を揚収して揚錨し、造船所に向けて帰航した。 

 Ｂ艇乗艇者は、造船所関係者により、病院に搬送され、船長が第二

腰椎圧迫骨折、航海士Ａ２が第一腰椎圧迫骨折、甲板員Ａが右前腕挫

傷、右膝挫傷及び左胸部挫傷、機関員Ａが左足関節捻挫と診断され

た。 

 航海士Ａ１は、３１日、海上保安庁に本事故の発生を通報した。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項  水産庁所属の漁業取締艇の離脱フックには、安全ピンを抜いて開放

レバーを引けば、開放される方式（オンロードリリース方式）と安全

ピンを抜き、続いて離脱ハンドルを下げた状態にしておけば、漁業取

締艇が着水して離脱フックの荷重が２５～３０kg 以下になった際に

自動的に開放される方式（オフロードリリース方式）がある。 

甲板員Ａ 

機関員Ａ 
航海士Ａ２ 

船長 
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 Ａ船の乗組員は、本件フックがオンロードリリース方式であるの

で、Ｂ艇が着水してから本件フックの開放レバーを引くよう習熟訓練

において指導されていた。（写真３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 本件フックの安全ピンを抜いて開放レバーを引いた状況 

 

 機関員Ａは、平成３１年４月からＡ船に乗船し、４月１８日に漁業

取締艇降下及び揚収作業の習熟訓練を行った後、４月２５日に漁業取

締艇降下及び揚収作業を行っており、Ｂ艇が着水してから本件フック

の開放レバーを引くことは知っていた。 

 機関員Ａは、平成２３年６月に水産庁に入庁してから平成２８年３

月までの間、他の漁業取締船に乗船しており、同船の漁業取締艇の離

脱フックはオフロードリリース方式であり、同方式で離脱フックを開

放した経験が数十回あった。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 機関員Ａが過去に乗艇した漁業取締艇で離脱フックの安全ピン

を抜いて離脱ハンドルを下げた状況 

 

 機関員Ａは、オフロードリリース方式での離脱フック開放操作に慣

安全ピン 

本件フック 

開放レバー 

開放レバー 

本件フック

が開放 

安全ピン 

離脱ハンドル 

離脱フックの荷重が

２５～３０kg になる

と自動的に開放 

離脱フック 
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れており、また、オンロードリリース方式での本件フック開放操作が

約３か月ぶりであったので、Ｂ艇が着水する前に本件フックの安全ピ

ンを抜き、続いて本件フックの開放レバーを引いてしまったと本事故

後に思った。 

 航海士Ａ２は、Ｂ艇の降下作業前に事前打合せ（ブリーフィング）

を行っておけばよかったと本事故後に思った。 

 Ｂ艇乗艇者は、本事故当時、全員がヘルメット、作業服、救命胴

衣、手袋及び安全靴を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船は、関西国際空港北東方沖において錨泊中、Ｂ艇を漁業取締艇

ダビットで降下する際、本件フック開放操作担当者による声掛けが徹

底されていない状況下、機関員Ａが、着水前に無言で本件フックの安

全ピンを抜き、続いて本件フックの開放レバーを引いたことから、マ

スターリンクが本件フックから開放されてＢ艇が海面上約２.５ｍの

位置から海面に落下し、Ｂ艇に乗艇していた乗組員が負傷したものと

推定される。 

 機関員Ａは、オフロードリリース方式での離脱フック開放操作に慣

れていたこと、及びオンロードリリース方式での本件フック開放操作

が約３か月ぶりであったことから、無意識のうちにふだんのオフロー

ドリリース方式と同じようにＢ艇が降下中に本件フックの安全ピンを

抜き、続いて本件フックの開放レバーを引いた可能性があると考えら

れる。 

原因  本事故は、Ａ船が、関西国際空港北東方沖において錨泊中、Ｂ艇を

漁業取締艇ダビットで降下する際、本件フック開放操作担当者による

声掛けが徹底されていない状況下、機関員Ａが、着水前に無言で本件

フックの安全ピンを抜き、続いて本件フックの開放レバーを引いたた

め、マスターリンクが本件フックから開放されてＢ艇が海面に落下し

たことにより発生したものと推定される。 

再発防止策 

 

 水産庁は、本事故の発生を受け、再発防止策として次の措置を講じ

た。 

 ・本庁所属船、各漁業調整事務所及び用船会社に事故の概要を周知

するとともに注意喚起を行い、また、各漁業調整事務所から所属

の官船及び用船に、用船会社から所属の船舶にそれぞれ事故の概

要を周知するよう依頼した。 

 ・用船組合の理事会で注意喚起を行った。 

 Ａ船は、本事故の発生を受け、再発防止策として次の措置を講じ

た。 
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 ・漁業取締艇の艇指揮は、乗艇前に乗艇者及び甲板上での作業者を

集め、漁業取締艇降下から揚収までのブリーフィングを行うこと

とした。 

 ・平穏な海況の場合、漁業取締艇の離脱フック開放操作担当者は、

漁業取締艇が水面近くまで降下したところで、艇指揮に対して安

全ピンを抜く旨を声掛けした後に安全ピンを抜き、漁業取締艇が

着水した後に開放レバーを引くこととした。 

 ・波が高くて着水後に離脱フック開放操作を行うことが危険と判断

される場合は、艇指揮の指示により、安全ピンを抜いて開放レバ

ーを引くこととした。 

 ・開放レバー周辺に「着水確認までレバー操作禁止！」の標示を貼

り付けた。 

 ・離脱フック開放操作の初心者については、漁業取締艇の取扱いに

ついて十分な説明と習熟訓練の時間を設け、チェックリストに記

録することとした。 

 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・漁業取締艇の降下作業は、降下作業責任者の指示並びに艇指揮及

び離脱フック開放操作担当者の復唱と報告を徹底することによ

り、降下作業責任者と艇指揮及び離脱フック開放操作担当者との

意思疎通を図りつつ、安全確認を行いながら行うこと。 

 ・水産庁は、所属する各漁業取締船が備えている各漁業取締艇のリ

リース方式に応じた降下作業手順書を定め、各船の乗組員に周知

徹底を図るとともに、定期的に訓練を実施し、また、用船する各

漁業取締船についても同様に降下作業手順書を定め、各船の乗組

員に周知徹底を図り、定期的に訓練を行うよう指導すること。 

 ・漁業取締艇の離脱フック開放操作が異なる漁業取締船から転船し

た乗組員に対しては、特に習熟訓練を徹底すること。 

 ・漁業取締艇の降下及び揚収作業を行う際は、事前にブリーフィン

グを行うこと。 

 ・事故発生時には速やかに海上保安庁へ通報すること。 



 

 

× 

付図１ 事故発生場所概略図 
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事故発生場所 

（令和元年７月３０日 

 １３時００分ごろ発生） 

 

泉大津沖埋立処分場防波堤灯台 

関西国際空港 

大阪府 

兵庫県 

大阪府 


